
 

 

 
第 8 回 サイバーセキュリティセミナー 
「EU と日本における新しい個人情報保護制度」 のご案内 

 
主催： デロイト トーマツ サイバーセキュリティ先端研究所 

 
2016 年 4 月 14 日、EU の一般データ保護規則（GDPR）が欧州議会において採択され、2018 年 5 月に施行さ

れる予定です。また、日本国内では、2015 年 9 月 3 日に個人情報保護法施行後 10 年にして初の本格的な改正法

が成立し、2016 年 1 月 1 日に個人情報保護委員会が発足しました。 
本セミナーでは、EUの新たな規則の内容や最新動向、改正個人情報保護法制の概要、EU十分性認定について

の見通し等を解説し、企業の現場では実務的にどのような対応を行う必要があるか、その留意点についても具体的

に説明します。 
是非この機会にご参加下さいますようお願い申し上げます。 

 
 
【セミナー概要】 

■ 開催日時 平成 28 年 7 月 19 日（火） 13:30～16:00 （受付開始：13:00） 
※会場の都合により、受付開始時間前にご入場いただけない場合がございます。 

■ 会   場 ベルサール神田 
〒101-0053 東京都千代田区神田美士代町 7 住友不動産神田ビル 2・3F  
最寄駅： ｢小川町駅｣B6 出口徒歩 2 分(新宿線) 
｢新御茶ﾉ水駅｣B6 出口徒歩 2 分(千代田線) 
｢淡路町駅｣A6 出口徒歩 3 分(丸ノ内線) 
｢神田駅｣北口徒歩 7 分(JR 線) 
｢神田駅｣4 番出口徒歩 7 分(銀座線) 
｢大手町駅｣C1 出口徒歩 8 分(半蔵門線,丸ノ内線,東西線,三田線,千代田線) 

■ 定   員 150 名 
※同業者の方は、お断りする場合もございますのでご了承ください。 

■ 対 象 者 人事部門、法務部門、情報システム部門 ご担当者 
■ 受 講 料 無料   
■ プログラム 裏面を参照ください 
■ 申   込 Web サイト http://www.deloitte.com/jp/semi3146よりお申込ください。 

 
※申込に際して、株式会社シャノンのサービスを利用しています。ご記入いただく内容は、 

SSL 暗号化通信により経路上の保護を図っております。 
※過去にデロイト トーマツ グループ各社のセミナーにお申し込みいただいた方、または現

在当グループのメールマガジンをご購読いただいている方は、ご設定済みの ID・パスワー

ドで簡単にお申し込みいただけます。 
※ID・パスワードをお持ちでない方は、上記 Web サイトより、[新規ユーザー登録はこちら]を
クリックし、ID・パスワードを設定の後ユーザー登録をお願いします。その後、設定した ID・

パスワードにてログインし、お申込ください。 
※受講者の方へは、セミナー開催1週間前を目処に受講票をお送りします。当日プリントアウ

トをご持参のうえ、ご来場ください。 
 
 
 

http://www.deloitte.com/jp/semi3146


 

【プログラム詳細】 

時間 テーマ 

13:30 – 13:35 ご挨拶 

13:35 – 14:20 

EU 規則案の成立状況について、規則案の内容、EU の最新動向 

 

2016 年 4 月 14 日、EU の一般データ保護規則（GDPR）が欧州議会において採択され、2018

年 5 月に施行される予定です。同規則には、EU 競争法のカルテルに対する制裁金制度をモ

デルとした⾼額の制裁⾦制度が定められています。すなわち、違反企業には 2000 万ユーロ

（約 25 億円）以下又は企業グループの前事業年度の全世界売上高の 4％以下のいずれか高

い方が科せられる可能性があります。本講演では同規則の概要と最新動向を説明致します。 

 

ウィルマーヘイル法律事務所 

弁護士  杉本 武重 氏 

14:20 – 15:05 

改正個人情報保護法制の概要及び EU 十分性認定についての見通し 

 

2015 年 9 月 3 日に個人情報保護法施⾏後 10 年にして初の本格的な改正法が成立し、2016

年 1 月 1 日からは既に⼀部が施⾏されました（個人情報保護委員会の設置等）。また、2016

年 4 月現在、⾏政機関個人情報保護法等、公的部門の改正法が国会審議中です。これら改

正法は EU の十分性認定を意識して行われた側面がありますが、改正により認定を受けられ

る見通しはどうなったのか？について解説します。 

 

 

ひかり総合法律事務所 

弁護士  板倉 陽⼀郎 氏 

15:15 – 16:00 

個人情報の越境移転に関する実務的対応 

 

EU データ保護指令・規則においては、日本を含め、いわゆる⼗分性認定が得られていない

国・地域に EU 居住者の個人データを移転する際、特定の手続を必要としています。また、日

本の改正個人情報保護法においても、国外に個人情報を移転する際に一定の制約が設けら

れています。 

本講演では、グローバルに事業を展開する日本企業に影響が少なくない、これら越境移転に

ついて実務的対応の概要をご紹介します。 

 

デロイト トーマツ リスクサービス株式会社 

マネジャー  大場 敏行 

※セミナー内容は、都合により一部変更となる場合がございますので、予めご了承ください。 

 

 

 

 

 



 

 【スピーカー紹介】 
杉本 武重 氏 
 

ウィルマーヘイル法律事務所 

弁護士 

グローバルな国際カルテル執行案件及び企業結合審査案件並びにその

他の調査案件において、欧州委員会及び米国司法省対応を中心とする

反トラスト法・競争法業務を行う。また、米国海外腐敗行為防止法（FCPA）

をはじめとする腐敗防止・反贈賄制度に関連する国際的な腐敗防止コン

プライアンス、EU データ保護法及び国際通商法に関する助言を提供。 

 

板倉 陽一郎 氏 
 

ひかり総合法律事務所 

弁護士 

弁護士（ひかり総合法律事務所）。2010年 4 月より 2012 年 12 月まで消費

者庁に出向（消費者制度課個人情報保護推進室（現・個人情報保護委員

会事務局）政策企画専門官）。この間，経済開発協力機構(OECD)情報セ

キュリティ・プライバシー作業部会(WPISP，現・WPSPDE)日本代表団，ア

ジア太平洋経済協力(APEC)電子商取引推進グループ(ECSG)等日本代

表団，データ保護・プライバシーコミッショナー国際会議クローズドセッショ

ン日本代表団等を務める。公職として情報ネットワーク法学会理事，情報

処理学会電子化知的財産・社会基盤研究会幹事等。 

大場 敏⾏ 

 

デロイト トーマツ リスクサービス

株式会社 

マネジャー 

国内大手製造業等に対して、欧米のデータ保護法制の動向や個人テータ

の地域移転に関するコンサルティング業務に従事。 

マイナバー法導入にあたり、地方自治体向けに特定個人情報保護評価

支援を提供。 

 

公認情報システム監査人(CISA)、情報セキュリティスペシャリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【会場】 
ベルサール神田 

〒101-0053 東京都千代田区神田美士代町 7 住友不動産神田ビル 2・3F 
最寄り駅： ｢小川町駅｣B6 出口徒歩 2 分(新宿線) 

｢新御茶ﾉ水駅｣B6 出口徒歩 2 分(千代田線) 
｢淡路町駅｣A6 出口徒歩 3 分(丸ノ内線) 
｢神田駅｣北口徒歩 7 分(JR 線) 
｢神田駅｣4 番出口徒歩 7 分(銀座線) 
｢大手町駅｣C1 出口徒歩 8 分(半蔵門線,丸ノ内線,東西線,三田線,千代田線) 

 

 【お問合せ先】 
デロイト トーマツ リスクサービス株式会社 
セミナー事務局 （担当 高城 / 武末） 
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル 
TEL： 03 – 6213 – 1113  
E-mail： risk-seminar@tohmatsu.co.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよび

そのグループ法人（有限責任監査法人 トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合

同会社、デロイト トーマツ税理士法人および DT 弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッ

ショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を

提供しています。また、国内約 40 都市に約 8,700 名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本

企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサービス

を、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デ

ロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供

しています。デロイトの約 225,000 名を超える人材は、“making an impact that matters”を自らの使命としています。 

 

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織

を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個

の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTL およびそのメンバーファームについての詳細は 

www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 
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